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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両緊急信号の発生に応答して緊急通報センターへ緊急通報を行うための緊急通報ユニ
ットと、
　車内通信回線を介して前記緊急通報ユニットに接続されたオーディオ制御ユニットと、
　このオーディオ制御ユニットと通信可能に接続されると共に前記オーディオ制御ユニッ
トによる制御に基づいて車載スピーカを駆動するスピーカ駆動ユニットと、を備え、
　前記緊急通報ユニットは、
　前記車両緊急信号を受信したときに、前記車載スピーカの音声出力を禁止又は低減させ
るための消音要求信号を前記オーディオ制御ユニットへ送信し、前記消音要求信号に基づ
いて前記車載スピーカの音声出力が禁止又は低減された旨の消音確認信号を前記オーディ
オ制御ユニットから受信する消音制御部と、
　前記消音制御部が前記消音要求信号の送信に応答して前記消音確認信号を受信しない場
合に、前記スピーカ駆動ユニットへの電源供給を遮断する電源制御部と、
を備えた、緊急通報システム。
【請求項２】
　前記オーディオ制御ユニットは、受信した前記消音要求信号に基づいて、前記車載スピ
ーカの音声出力を禁止又は低減させるための消音指令信号を前記スピーカ駆動ユニットへ
送信し、前記スピーカ駆動ユニットから前記車載スピーカの音声出力が禁止又は低減され
た旨の信号を受信すると、前記消音確認信号を前記緊急通報ユニットへ送信する、請求項
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１に記載の緊急通報システム。
【請求項３】
　前記電源制御部は、前記スピーカ駆動ユニットへの電源入力ラインに接続された入力ス
イッチを備えており、この遮断スイッチを切換えることにより、前記スピーカ駆動ユニッ
トへの電源供給を遮断する、請求項１又は２に記載の緊急通報システム。
【請求項４】
　前記消音制御部は、前記車両緊急信号の受信に応答して、前記消音要求信号を複数回に
わたって送信する、請求項１～３のいずれか１項に記載の緊急通報システム。
【請求項５】
　前記電源制御部は、前記車両緊急信号の受信又は前記消音要求信号の送信から所定時間
以内に前記消音制御部が前記消音確認信号を受信しない場合に、前記スピーカ駆動ユニッ
トへの電源供給を遮断する、請求項１～４のいずれか１項に記載の緊急通報システム。
【請求項６】
　前記車両緊急信号は、車両衝突検知に応答して発生する信号と、乗員による通報スイッ
チの操作に応答して発生する信号と、を含む、請求項１～４のいずれか１項に記載の緊急
通報システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、緊急通報システムに係り、特に車両緊急時に車両から外部へ通報するための
緊急通報システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両の衝突や乗員の体調不良等の緊急時に、車両から特定の緊急通報センターへ
緊急通報を行うための緊急通報システムが知られている（例えば、特許文献１参照）。こ
のような緊急通報システムでは、緊急時に緊急通報センターとの間の通信回線を確立し、
現在位置情報や車両識別情報等を緊急通報センターへデータ通信すると共に、乗員と緊急
通報センターのオペレータとの間の通話を可能とする。
【０００３】
　また、特許文献１に記載の緊急通報システムでは、車載スピーカから出力される音楽等
の音声が乗員とオペレータとの間の通話の妨げになるおそれがあるため、緊急通話中には
車載スピーカによる音声出力を禁止したり、音量を低減したりするようになっている。具
体的には、緊急通報システムでは、緊急時に緊急通報ユニットがエアバッグ装置からエア
バッグ展開信号（車両緊急信号）を受信すると、緊急通報ユニットから車載オーディオ装
置へＣＡＮ（車内ＬＡＮ）を介して音声出力を禁止するための消音要求信号が出力される
。車載オーディオ装置では、受信した消音要求信号に基づいて、車載スピーカからの音声
出力を禁止又は抑制することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－２９０７８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、緊急時において、通信ライン（ＣＡＮ）の断線等が発生した場合には、
緊急通報ユニットが消音要求信号を送信しても、車載スピーカからの音声出力が禁止又は
抑制されなくなる。また、車載オーディオ装置の配線の一部が断線して車両ボディ等と接
触した場合には、車載スピーカから大音量のノイズが発生する事態が生じ得る。
【０００６】
　そこで、本発明者は、緊急時において確実に車載スピーカを消音するため、緊急通報ユ
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ニットが車載オーディオ装置を構成するスピーカ駆動ユニット（アンプユニット）の電源
を強制的に遮断する構成を考案した。即ち、車載スピーカを直接駆動するスピーカ駆動ユ
ニットへの電源供給を遮断することが、音声出力を禁止するのに確実である。
【０００７】
　ところが、更なる研究において、上記構成では緊急時に確実に消音することができるも
のの、以下のような問題が生じることが明らかになった。一般に、車載オーディオ装置は
、通常の作動時において、オーディオ制御ユニットから音声信号をスピーカ駆動ユニット
へ送信し、スピーカ駆動ユニットが音声信号を増幅して車載スピーカを駆動することによ
って、車載スピーカから音声出力を発生させている。
【０００８】
　また、オーディオ制御ユニットは、スピーカ駆動ユニットとの間で定期的に又は不定期
に通信し、スピーカ駆動ユニットのステータス情報を確認するようになっている。オーデ
ィオ制御ユニットは、このステータス情報中に異常を検出すると、内部メモリに故障コー
ドを記憶するようになっている。したがって、緊急時にスピーカ駆動ユニットの電源が強
制的に遮断され、スピーカ駆動ユニットとの間の通信が途絶すると、オーディオ制御ユニ
ットは、何らかの故障コードを記憶することになる。しかしながら、この場合、単にスピ
ーカ駆動ユニットの電源がオフになっただけであるから、オーディオ制御ユニット及びス
ピーカ駆動ユニットには故障及び不具合は発生していない。
【０００９】
　一方、緊急通報が終了した後もこの故障コードは、オーディオ制御ユニット内に記憶さ
れ続けるため、定期点検等において車載システムの故障診断を実行した場合に、オーディ
オ制御ユニットに記憶された故障コードが検出されることになる。この場合、検出された
故障コードへの対処として、高価なオーディオ制御ユニット又はスピーカ駆動ユニットが
交換され得る。そうすると、故障又は不具合がない部品の交換により、ユーザに不要な整
備費用を負担させることになる。
【００１０】
　本発明は、このような課題を解決するためになされたものであり、緊急通報時において
、通話の妨げになる音声出力を確実に消音すると共に、構成ユニットの故障判定を回避す
ることが可能な緊急通報システムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の目的を達成するために、本発明は、車両緊急信号の発生に応答して緊急通報セン
ターへ緊急通報を行うための緊急通報ユニットと、車内通信回線を介して緊急通報ユニッ
トに接続されたオーディオ制御ユニットと、このオーディオ制御ユニットと通信可能に接
続されると共にオーディオ制御ユニットによる制御に基づいて車載スピーカを駆動するス
ピーカ駆動ユニットと、を備え、緊急通報ユニットは、車両緊急信号を受信したときに、
車載スピーカの音声出力を禁止又は低減させるための消音要求信号をオーディオ制御ユニ
ットへ送信し、消音要求信号に基づいて車載スピーカの音声出力が禁止又は低減された旨
の消音確認信号をオーディオ制御ユニットから受信する消音制御部と、消音制御部が消音
要求信号の送信に応答して消音確認信号を受信しない場合に、スピーカ駆動ユニットへの
電源供給を遮断する電源制御部と、を備えることを特徴としている。
【００１２】
　このように構成された本発明によれば、緊急通報ユニットは、車両緊急信号の発生に応
答して消音要求信号をオーディオ制御ユニットへ送信することにより、車載スピーカを消
音させることができる。これにより、本発明では、車両緊急時において、オーディオ制御
ユニットとスピーカ駆動ユニットとの間の通信が電源遮断により途絶えるような異常を生
じることなく、正常な通信処理により車載スピーカを消音させることが可能であるため、
これらユニットの間で故障判定がなされることを回避することができる。
【００１３】
　また、本発明では、消音制御部が送信した消音要求信号に応答してオーディオ制御ユニ
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ットから消音確認信号を受信しない場合には、電源制御部がスピーカ駆動ユニットへの電
源供給を遮断して、車載スピーカを消音させることができる。これにより、本発明では、
例えば、車内通信回線等に不具合が生じていて正常な通信処理により車載スピーカを消音
させることができないか、若しくは、車載スピーカが消音されているか否かが判定できな
い場合には、スピーカ駆動ユニットの電源を強制的にオフにして、車載スピーカを確実に
消音させることができる。
【００１４】
　また、本発明において好ましくは、オーディオ制御ユニットは、受信した消音要求信号
に基づいて、車載スピーカの音声出力を禁止又は低減させるための消音指令信号をスピー
カ駆動ユニットへ送信し、スピーカ駆動ユニットから車載スピーカの音声出力が禁止又は
低減された旨の信号を受信すると、消音確認信号を緊急通報ユニットへ送信する。
　このように構成された本発明によれば、オーディオ制御ユニットが、消音要求信号の受
信に応答して、スピーカ駆動ユニットに消音指令信号を送信することにより、正常な通信
処理により車載スピーカを消音させることが可能であるため、関連するユニット間で故障
判定がなされることを回避することができる。
【００１５】
　また、本発明において好ましくは、電源制御部は、スピーカ駆動ユニットへの電源入力
ラインに接続された入力スイッチを備えており、この遮断スイッチを切換えることにより
、スピーカ駆動ユニットへの電源供給を遮断する。
　このように構成された本発明によれば、電源制御部が入力スイッチを切換えることによ
り、スピーカ駆動ユニットへの電源供給を遮断することができるので、車両緊急時に確実
に車載スピーカを消音させることができる。
【００１６】
　また、本発明において好ましくは、消音制御部は、車両緊急信号の受信に応答して、消
音要求信号を複数回にわたって送信する。
　このように構成された本発明によれば、消音制御部は、消音要求信号を複数回にわたっ
て送信するので、車内通信回線に異常が発生していなければ、オーディオ制御ユニットは
消音要求信号を高い可能性で受信することができる。これにより、本発明では、車両緊急
時において、正常な通信処理によって車載スピーカを消音させる確率を高めることができ
る。
【００１７】
　また、本発明において好ましくは、電源制御部は、車両緊急信号の受信又は消音要求信
号の送信から所定時間以内に消音制御部が消音確認信号を受信しない場合に、スピーカ駆
動ユニットへの電源供給を遮断する。
　このように構成された本発明によれば、車両緊急時において、車内通信回線や関連ユニ
ットが正常に動作する状況では、所定時間以内に車載スピーカの消音を確認できる。した
がって、この状況では、スピーカ駆動ユニットへの電源供給を遮断する必要が生じず、結
果的に関連ユニット間で故障判定がなされることなく、車載スピーカを消音させることが
できる。一方、車両衝突等により車両に何らかの異常が発生した状況では、所定時間以内
に車載スピーカの消音を確認できなくなるおそれが高くなる。この状況では、発生した異
常に起因して既に故障判定がなされる可能性が高いので、電源遮断に起因して関連ユニッ
ト間で故障判定がなされることを回避する必要が低い。したがって、所定時間以内に消音
を確認できないときには、何らかの異常が発生していると判断して、強制的な電源遮断に
より迅速且つ確実に車載スピーカを消音させることができる。
【００１８】
　また、本発明において好ましくは、車両緊急信号は、車両衝突検知に応答して発生する
信号と、乗員による通報スイッチの操作に応答して発生する信号と、を含む。
　このように構成された本発明によれば、車両衝突時だけでなく、乗員の急病等の緊急時
においても、緊急通報中において車載スピーカからの音声出力を停止させることができる
。
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【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、緊急通報時において、通話の妨げになる音声出力を確実に消音すると
共に、構成ユニットの故障判定を回避することが可能な緊急通報システムを提供すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施形態の緊急通報システムの説明図である。
【図２】本発明の実施形態の緊急通報システムの構成を示す説明図である。
【図３】本発明の実施形態の緊急通報ユニットの電気ブロック図である。
【図４】本発明の実施形態の緊急通報システムの消音処理及び電源遮断処理の説明図であ
る。
【図５】本発明の実施形態の緊急通報システムの自動緊急通報時における消音処理及び電
源遮断処理の処理フローである。
【図６】本発明の実施形態の緊急通報システムの手動緊急通報時における消音処理及び電
源遮断処理の処理フローである。
【図７】本発明の実施形態の緊急通報システムの消音解除処理及び電源回復処理の説明図
である。
【図８】本発明の実施形態の緊急通報システムの緊急通報終了後の消音解除処理及び電源
回復処理の処理フローである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、添付図面を参照して本発明の実施形態について説明する。
　まず、図１及び図２を参照して、本発明の実施形態の緊急通報システムの概要を説明す
る。図１は緊急通報システムの説明図、図２は緊急通報システムの構成を示す説明図であ
る。
　図１に示すように、緊急通報システムＳを備えた車両１は、緊急時（例えば、車両衝突
や乗員の急病等）、基地局３及び通信回線網４を介して緊急通報センター２との間で通信
回線を確立可能に構成されている。車両１は、ＧＰＳ衛星５を用いて自車の現在位置情報
を取得し、確立された通信回線を介して、現在位置情報や車両識別情報等をデータ通信す
る。また、乗員と緊急通報センター２のオペレータとの間で音声通話が可能となる。これ
により、緊急通報センター２を介して、救急車の手配等の必要な処置を迅速に行うことが
できる。
【００２２】
　図２に示すように、緊急通報システムＳは、緊急通報ユニット１０と、オーディオ制御
ユニット３０と、車載スピーカ４２に接続されたスピーカ駆動ユニット４０とを備えてい
る。
　緊急通報ユニット１０は、車両緊急時に緊急通報センター２との間で緊急通報処理を実
行するように構成されている。オーディオ制御ユニット３０は、ＴＶ，ラジオ，音楽メデ
ィア，ナビゲーションシステム等の音声信号をスピーカ駆動ユニット４０へ出力すると共
に、いわゆるオーディオアンプであるスピーカ駆動ユニット４０を制御する。スピーカ駆
動ユニット４０は、オーディオ制御ユニット３０からの制御信号に基づいて、受信した音
声信号を増幅して車載スピーカ４２を駆動することにより車載スピーカ４２から音声を出
力させる。
【００２３】
　緊急通報ユニット１０とオーディオ制御ユニット３０は、車内通信回線５０（例えば、
車内ＬＡＮ（Local Area Network）であるＣＡＮ）に接続されており、互いに通信可能と
なっている。また、オーディオ制御ユニット３０とスピーカ駆動ユニット４０は、別のサ
ブ通信回線５２で接続されており、互いに通信可能となっている。
【００２４】
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　本実施形態の緊急通報システムＳでは、緊急通報処理を実行する際に、通話の妨げとな
る車載スピーカ４２からの音声出力を禁止又は低減する消音処理及び電源遮断処理が実行
されるように構成されている。このため、緊急通報ユニット１０は、消音制御部２１及び
電源制御部２３を備えている。
【００２５】
　消音制御部２１は、車両緊急信号に応答して、緊急通報処理の実行中に車載スピーカ４
２を消音する消音処理を実行する。また、消音制御部２１は、緊急通報処理の終了後に車
載スピーカ４２の消音を解除する消音解除処理を実行する。
【００２６】
　電源制御部２３は、消音制御部２１による消音処理の実行にもかかわらず、車載スピー
カ４２が消音されたか否かが不明である場合に、車載スピーカ４２を直接駆動するスピー
カ駆動ユニット４０の電源供給を遮断する電源遮断処理を実行する。また、電源制御部２
３は、緊急通報処理の終了後に車載スピーカ４２の電源供給を再開する電源回復処理を実
行する。
【００２７】
　本実施形態では、スピーカ駆動ユニット４０は、スピーカ電源入力ライン４４が高電位
であるときに、電源オンとなり作動するように構成されている。スピーカ電源入力ライン
４４は、緊急通報ユニット１０内の入力スイッチ２４を介して、ＡＣＣ電源ライン５６に
接続されている。入力スイッチ２４は、常時は閉状態に維持されている。このため、車両
１の起動時にＡＣＣ電源ライン５６に電源供給されると、スピーカ電源入力ライン４４は
高電位となり、スピーカ駆動ユニット４０は作動可能となる。
【００２８】
　一方、緊急通報ユニット１０の電源制御部２３は、所定条件が満足されると、入力スイ
ッチ２４を閉状態から開状態へ切換える。入力スイッチ２４が開状態に切換えられると、
スピーカ電源入力ライン４４は低電位となるため、スピーカ駆動ユニット４０への電源供
給がオフとなって、スピーカ駆動ユニット４０は作動を停止する。
【００２９】
　なお、スピーカ駆動ユニット４０は、スピーカ電源入力ライン４４自体から電力供給を
受けるように構成されていてもよいし、スピーカ電源入力ライン４４が高電位であるとき
にスピーカ駆動ユニット４０内の内部スイッチが作動して、他の電源供給ラインから電力
が供給されるように構成されていてもよい。
【００３０】
　次に、図３を参照して、本実施形態の緊急通報ユニットの構成を説明する。図３は、緊
急通報ユニットの電気ブロック図である。
　図３に示すように、緊急通報ユニット１０は、制御部１１と、測位モジュール１２と、
無線通信処理部１３と、記憶部１４と、音処理部１５と、手動通報スイッチ１８と、補助
バッテリ１９と、電源部２０とを備えている。
　制御部１１は、例えばＣＰＵ等で構成されており、車両緊急信号に応答して、緊急通報
処理や消音処理等を実行する。制御部１１は、消音制御部２１及び電源制御部２３を構成
する。
【００３１】
　測位モジュール１２は、ＧＰＳ衛星５からＧＰＳ信号を受信して現在位置情報を取得す
る。無線通信処理部１３は、基地局３及び通信回線網４を介して、緊急通報センター２と
の間で無線通信（データ通信及び音声通信）を行う。記憶部１４は、車両識別情報や緊急
通報センター２の通信アドレス（電話番号）等を格納する。
【００３２】
　音処理部１５は、車内に配置されたマイク１６及びスピーカ１７に接続されており、乗
員が緊急通報センター２のオペレータと通話する際に、音声信号と電気信号との間で変換
処理を行うように構成されている。
　手動通報スイッチ１８は、乗員の急病等により緊急通報センター２へ通報する必要が生
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じた場合に、乗員が操作することにより、車両緊急信号を制御部１１へ入力可能に構成さ
れている。
【００３３】
　補助バッテリ１９は、一次バッテリであり、常時は使用されることなく、外部電源消失
時に、外部電源に代わって所定期間だけ緊急通報処理等のための電源として機能すること
ができる。
　電源部２０は、車両１に搭載された車両バッテリ５４に接続されており、常時は、車両
バッテリ５４から電力供給を受けて、制御部１１，測位モジュール１２，無線通信処理部
１３，記憶部１４，音処理部１５等に、それぞれ所定の電力を供給する。
【００３４】
　また、緊急通報ユニット１０は、図示しないインタフェース回路を介して車内通信回線
５０に接続されている。車内通信回線５０には、車両１内の種々のＥＣＵが接続されてお
り、これらＥＣＵは車内通信回線５０を介して通信データの送受信を行う。例えば、車内
通信回線５０には、エアバッグＥＣＵ５５が接続されている。
【００３５】
　エアバッグＥＣＵ５５は、図示しない加速度センサ等を用いて車両１の衝突を検知する
車両衝突検知センサを備え、車両衝突を検知した場合に、エアバッグを所定の態様で展開
するように構成されている。このとき、エアバッグＥＣＵ５５は、車両緊急信号である衝
突検知信号を車内通信回線５０を介して送信する。緊急通報ユニット１０は、車内通信回
線５０上の衝突検知信号を車両緊急信号として読み取ることができる。
【００３６】
　緊急通報ユニット１０は、車両緊急信号の受信に応答して緊急通報処理を実行する。具
体的には、制御部１１は、無線通信処理部１３を介して、記憶部１４に格納されていた通
信アドレスの緊急通報センター２と車両１との間の通信回線を確立し、所定のデータ通信
（現在位置情報、車両識別情報等）を行うと共に、緊急通報センター２との音声通話を可
能とする。そして、例えば、緊急通報センター２のオペレータが電話機をオンフックして
、通信回線が切断されると、緊急通報センター２との間の緊急通報が終了する。
【００３７】
　次に、図４～図６を参照して、本実施形態の緊急通報システムにおける消音処理及び電
源遮断処理について説明する。図４は消音処理及び電源遮断処理の説明図、図５は自動緊
急通報時における消音処理及び電源遮断処理の処理フロー、図６は手動緊急通報時におけ
る消音処理及び電源遮断処理の処理フローである。
　図４では、例えば、車両走行中に乗員がオーディオ制御ユニット３０を操作して、車載
スピーカ４２から音楽を聴いていたときに、車両衝突検知（図５参照）又は手動通報スイ
ッチ１８の操作（図６参照）により、車両緊急信号が緊急通報ユニット１０に入力した状
況を想定している。
【００３８】
　図５に示す自動緊急通報時においては、エアバッグＥＣＵ５５は、車両衝突検知センサ
の検知信号に基づいて衝突判定処理を行い、車両１が衝突したと判定すると、車内通信回
線５０を介して車両緊急信号Ａを送信する。なお、エアバッグＥＣＵ５５は、この車両緊
急信号Ａを数秒間にわたって複数回送信し続ける。
【００３９】
　緊急通報ユニット１０は、複数回送信された車両緊急信号Ａのいずれかを受信すると、
自動通報判定処理を実行する。即ち、受信した信号が車両緊急信号Ａであるか否かが判定
される。自動通報判定処理において、受信した信号が車両緊急信号Ａであると判定される
と、緊急通報ユニット１０は、緊急通報処理等の処理を開始する。
【００４０】
　一方、図６に示す手動緊急通報時においては、乗員が手動通報スイッチ１８を押下する
と、手動通報スイッチ１８が押下されたことを示すスイッチＯＮ信号が緊急通報ユニット
１０へ出力される。緊急通報ユニット１０は、スイッチオン信号に基づいてスイッチ押下
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判定処理を実行する。即ち、スイッチ押下判定処理では、スイッチオン信号が誤って押下
された場合に緊急通報処理が実行されないように、スイッチオン信号が所定期間（例えば
、２００ｍ秒）以上、押下されたか否かが判定される。そして、所定期間経過後に乗員が
手動通報スイッチ１８を離すと、手動通報スイッチ１８の押下が解除されたことを示すス
イッチＯＦＦ信号が緊急通報ユニット１０へ出力される。
【００４１】
　なお、本実施形態では、手動通報スイッチ１８は、常時、通常位置に向けて付勢される
ように構成されたモーメンタリスイッチである。乗員がこの付勢力に抗して手動通報スイ
ッチ１８を指で押し込んでいる間だけスイッチＯＮ信号が出力される。したがって、指を
離すと操作が終了し、付勢力により手動通報スイッチ１８は通常位置に戻る。よって、手
動通報スイッチ１８が押下されていない通常時には、スイッチＯＦＦ信号が緊急通報ユニ
ット１０へ出力される。
【００４２】
　スイッチ押下判定処理において、スイッチＯＮ信号が所定期間以上入力されたことを判
定した後、スイッチＯＦＦ信号が入力すると、緊急通報ユニット１０は、手動通報開始処
理においてスイッチＯＦＦ信号を車両緊急信号Ａとして処理し、緊急通報処理等を開始す
る。即ち、手動緊急通報時においては、スイッチＯＦＦ信号（又はスイッチＯＮ信号から
スイッチＯＦＦ信号への切換り）が車両緊急信号Ａに相当する。なお、上記構成に限らず
、手動通報スイッチ１８の押下によるスイッチＯＮ信号の入力を、車両緊急信号Ａの受信
としてもよい。
【００４３】
　図４（Ａ）に示すように、緊急通報ユニット１０（消音制御部２１）は、車両緊急信号
Ａを直接又は車内通信回線５０を介して受信すると、車載スピーカ４２に対する消音要求
を表す消音要求信号Ｂをオーディオ制御ユニット３０へ車内通信回線５０を介して送信す
る。このとき、緊急通報ユニット１０は、消音確認信号Ｅを受信するまで、最大で最初の
消音要求信号Ｂの送信から所定時間ｔ（例えば、ｔは１秒）の間、消音要求信号Ｂを複数
回にわたって定期的に送信する（図５、図６参照）。
【００４４】
　図４（Ｂ）に示すように、オーディオ制御ユニット３０は、消音要求信号Ｂを受信する
と、車載スピーカ４２の消音の指令を表す消音指令信号Ｃを生成し（図５、図６の「ＧＡ
ＴＥ　ＷＡＹ」参照）、所定の遅延時間以内に消音指令信号Ｃをスピーカ駆動ユニット４
０へサブ通信回線５２を介して送信する。
【００４５】
　スピーカ駆動ユニット４０は、消音指令信号Ｃを受信すると、車載スピーカ４２への音
声信号出力を停止するか、音声信号の増幅率をゼロ又は低減することにより、車載スピー
カ４２を消音する。なお、本明細書において、消音とは、車載スピーカの音声出力を禁止
して無音状態にすること、及び、車載スピーカの音声出力を所定の音量以下に低減した状
態にすることを含む。
【００４６】
　図４（Ｃ）に示すように、スピーカ駆動ユニット４０は、車載スピーカ４２を消音する
と、消音指令信号Ｃの受信から車載スピーカ４２を消音するまでに必要な処理時間及び所
定の遅延時間が経過する前に（図５、図６参照）、車載スピーカ４２が消音された旨を表
すステータス信号Ｄをオーディオ制御ユニット３０へサブ通信回線５２を介して送信する
。このステータス信号Ｄは、定期的又は消音指令信号Ｃに応答して送信されるものであり
、種々の作動パラメータのステータス（音量、消音のオン／オフ、内部電圧値、内部スイ
ッチ位置等）を含む。図４（Ｃ）のステータス信号Ｄでは、車載スピーカ４２が消音され
ているので、消音ステータスがオンとなる。
【００４７】
　図４（Ｄ）に示すように、オーディオ制御ユニット３０は、ステータス信号Ｄを受信し
、この信号中の消音ステータスがオンであることを確認すると、車載スピーカ４２が消音
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された旨を表す消音確認信号Ｅを作成し（図５、図６の「ＧＡＴＥ　ＷＡＹ」参照）、所
定の遅延時間以内に消音確認信号Ｅを緊急通報ユニット１０へ車内通信回線５０を介して
送信する。
【００４８】
　緊急通報ユニット１０（消音制御部２１）は、車両緊急信号Ａの受信又は最初の消音要
求信号Ｂの送信から所定時間ｔ（例えば、ｔは１秒）内に消音確認信号Ｅを受信すること
により、緊急通報処理の開始に際して、車載スピーカ４２が消音されたことを確認するこ
とができる。
【００４９】
　一方、車内通信回線５０やサブ通信回線５２の断線や、オーディオ制御ユニット３０，
スピーカ駆動ユニット４０の不具合により、所定時間ｔ以内に緊急通報ユニット１０が消
音確認信号Ｅを受信できない場合が生じ得る。この場合、所定時間ｔが経過すると、緊急
通報ユニット１０（電源制御部２３）は、図４（Ｅ）に示すように、入力スイッチ２４を
閉状態から開状態へ切換える（電源遮断処理）。これにより、スピーカ電源入力ライン４
４の電位が低電位となるので、スピーカ駆動ユニット４０は作動を停止する（図５、図６
の「ＡＣＣ　ＯＦＦ」参照）。そして、スピーカ駆動ユニット４０が作動を停止すること
により、車載スピーカ４２が消音される。
【００５０】
　次に、図７及び図８を参照して、緊急通報処理の終了後に実行される消音解除処理及び
電源回復処理について説明する。図７は消音解除処理及び電源回復処理の説明図、図８は
消音解除処理及び電源回復処理の処理フローである。
　図７（Ａ）に示すように、緊急通報処理が終了すると、消音処理において入力スイッチ
２４が開状態に切換えられていた場合には（図４（Ｅ）参照）、緊急通報ユニット１０（
電源制御部２３）は、所定の遅延時間以内に入力スイッチ２４を閉状態に戻す。これによ
り、スピーカ駆動ユニット４０は電源オンとなり起動処理を開始する（図８の「ＡＣＣ　
ＯＮ」参照）。緊急通報ユニット１０は、スピーカ駆動ユニット４０の起動処理の終了を
所定待機時間だけ待機する。
【００５１】
　図７（Ｂ）に示すように、入力スイッチ２４が開状態に切換えられていなかった場合及
び入力スイッチ２４が閉状態に戻された場合（図７（Ａ）参照）、緊急通報ユニット１０
（消音制御部２１）は、車載スピーカ４２の消音解除の要求を表す消音解除要求信号ｂを
オーディオ制御ユニット３０へ車内通信回線５０を介して送信する。このとき、緊急通報
ユニット１０は、消音解除確認信号ｅを受信するまでは、最大で消音解除要求信号ｂを所
定の複数回数ｘ（例えば、ｘは３０回）だけ定期的に送信する（図８参照）。
【００５２】
　図７（Ｃ）に示すように、オーディオ制御ユニット３０は、消音解除要求信号ｂを受信
すると、車載スピーカ４２の消音解除の指令を表す消音解除指令信号ｃを生成し（図８の
「ＧＡＴＥ　ＷＡＹ」参照）、所定の遅延時間以内に消音解除指令信号ｃをスピーカ駆動
ユニット４０へサブ通信回線５２を介して送信する。
【００５３】
　スピーカ駆動ユニット４０は、消音解除指令信号ｃを受信すると、車載スピーカ４２へ
の音声信号出力を再開するか、音声信号の増幅率を戻すことにより、車載スピーカ４２を
駆動し消音を解除する。これにより、車載スピーカ４２は、音声出力を再開する。
【００５４】
　図７（Ｄ）に示すように、スピーカ駆動ユニット４０は、車載スピーカ４２の消音を解
除すると、消音解除指令信号ｃの受信から車載スピーカ４２が消音を解除するまでに必要
な処理時間及び所定の遅延時間が経過する前に（図８参照）、車載スピーカ４２の消音が
解除された旨を表すステータス信号ｄをオーディオ制御ユニット３０へサブ通信回線５２
を介して送信する。このステータス信号ｄでは、車載スピーカ４２の消音が解除されてい
るので、消音ステータスがオフとなる。
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【００５５】
　図７（Ｅ）に示すように、オーディオ制御ユニット３０は、ステータス信号ｄを受信し
、この信号中の消音ステータスがオフであることを確認すると、車載スピーカ４２の消音
が解除された旨を表す消音解除確認信号ｅを作成し（図８の「ＧＡＴＥ　ＷＡＹ」参照）
、所定の遅延時間以内に消音解除確認信号ｅを緊急通報ユニット１０へ車内通信回線５０
を介して送信する。
【００５６】
　緊急通報ユニット１０（消音制御部２１）は、緊急通報処理の終了から所定時間（例え
ば、２秒）内に消音解除確認信号ｅを受信することにより、車載スピーカ４２の消音が解
除されたことを確認することができる。
【００５７】
　次に、本実施形態の緊急通報システムの作用について説明する。
　本実施形態では、緊急通報ユニット１０は、車両緊急信号Ａの発生に応答して消音要求
信号Ｂをオーディオ制御ユニット３０へ送信することにより、車載スピーカ４２を消音さ
せることができる。これにより、本実施形態では、車両緊急時において、オーディオ制御
ユニット３０とスピーカ駆動ユニット４０との間の通信が電源遮断により途絶えるような
異常を生じることなく、正常な通信処理により車載スピーカ４２を消音させることが可能
であるため、これらユニットの間で故障判定がなされることを回避することができる。
【００５８】
　また、本実施形態では、消音制御部２１が送信した消音要求信号Ｂに応答してオーディ
オ制御ユニット３０から消音確認信号Ｅを受信しない場合には、電源制御部２３がスピー
カ駆動ユニット４０への電源供給を遮断して、車載スピーカ４２を消音させることができ
る。これにより、本実施形態では、例えば、車内通信回線５０等に不具合が生じていて正
常な通信処理により車載スピーカ４２を消音させることができないか、若しくは、車載ス
ピーカ４２が消音されているか否かが判定できない場合には、スピーカ駆動ユニット４０
の電源を強制的にオフにして、車載スピーカ４２を確実に消音させることができる。
【００５９】
　また、本実施形態では、オーディオ制御ユニット３０が、消音要求信号Ｂの受信に応答
して、スピーカ駆動ユニット４０に消音指令信号Ｃを送信することにより、正常な通信処
理により車載スピーカ４２を消音させることが可能であるため、関連するユニット１０，
３０，４０間で故障判定がなされることを回避することができる。
【００６０】
　また、本実施形態では、電源制御部２３が入力スイッチ２４を切換えることにより、ス
ピーカ駆動ユニット４０への電源供給を遮断することができるので、車両緊急時に確実に
車載スピーカ４２を消音させることができる。
【００６１】
　また、本実施形態では、消音制御部２１は、消音要求信号Ｂを複数回にわたって送信す
るので、車内通信回線５０に異常が発生していなければ、オーディオ制御ユニット３０は
消音要求信号Ｂを高い可能性で受信することができる。これにより、本実施形態では、車
両緊急時において、正常な通信処理によって車載スピーカ４２を消音させる確率を高める
ことができる。
【００６２】
　また、本実施形態では、車両緊急時において、車内通信回線５０や関連ユニットが正常
に動作する状況では、所定時間以内に車載スピーカ４２の消音を確認できる。したがって
、この状況では、スピーカ駆動ユニット４０への電源供給を遮断する必要が生じず、結果
的に関連ユニット間で故障判定がなされることなく、車載スピーカ４２を消音させること
ができる。一方、車両衝突等により車両１に何らかの異常が発生した状況では、所定時間
以内に車載スピーカ４２の消音を確認できなくなるおそれが高くなる。この状況では、発
生した異常に起因して既に故障判定がなされる可能性が高いので、電源遮断に起因して関
連ユニット間で故障判定がなされることを回避する必要が低い。したがって、所定時間以
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内に消音を確認できないときには、何らかの異常が発生していると判断して、強制的な電
源遮断により迅速且つ確実に車載スピーカ４２を消音させることができる。
【００６３】
　また、本実施形態では、車両衝突時だけでなく、乗員の急病等の緊急時においても、緊
急通報中において車載スピーカ４２からの音声出力を停止させることができる。
【符号の説明】
【００６４】
　　１　　車両
　　２　　緊急通報センター
　　３　　基地局
　　４　　通信回線網
　　５　　ＧＰＳ衛星
　１０　　緊急通報ユニット
　１１　　制御部
　１８　　手動通報スイッチ
　２１　　消音制御部
　２３　　電源制御部
　２４　　入力スイッチ
　３０　　オーディオ制御ユニット
　４０　　スピーカ駆動ユニット
　４２　　車載スピーカ
　４４　　スピーカ電源入力ライン
　５０　　車内通信回線
　５２　　サブ通信回線
　５４　　車両バッテリ
　５５　　エアバッグＥＣＵ
　５６　　ＡＣＣ電源ライン
　　Ｓ　　緊急通報システム



(12) JP 6252996 B2 2017.12.27

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(13) JP 6252996 B2 2017.12.27

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(14) JP 6252996 B2 2017.12.27

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  小林　正寛
            広島県安芸郡府中町新地３番１号　マツダ株式会社内
(72)発明者  田中　修
            広島県安芸郡府中町新地３番１号　マツダ株式会社内
(72)発明者  赤坂　佳紀
            広島県安芸郡府中町新地３番１号　マツダ株式会社内
(72)発明者  矢本　光弘
            広島県安芸郡府中町新地３番１号　マツダ株式会社内
(72)発明者  下山　雅弘
            広島県安芸郡府中町新地３番１号　マツダ株式会社内
(72)発明者  小坂　真睦
            広島県安芸郡府中町新地３番１号　マツダ株式会社内
(72)発明者  岩田　健吾
            広島県安芸郡府中町新地３番１号　マツダ株式会社内

    審査官  粟倉　裕二

(56)参考文献  特開２００９－２９０７８９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－７７３２４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１８３８６５（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ６０Ｒ　　２１／００　　　　
              Ｇ０８Ｂ　　２５／１０　　　　
              Ｈ０４Ｍ　　１１／０４　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

